
議案第　６５　号 

 

令和６年度川西市後期高齢者医療事業特別会計補正予算 

 

　令和６年度川西市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１回）は、次に定めると

ころによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６，６２９千円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ３，９１１，２７８千円とする。 

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 　（債務負担行為の補正）

第２条　地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第２表　債務負担行為補正」による。 

　　令和６年１１月２７日提出 

川西市長　越　田　謙 治 郎 
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第２表　債 務 負 担 行 為 補 正

（追　加） （単位：千円）

事　　　　　項 期　間 限　度　額

納付書等作成処理業務 令和7年度 354
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予算説明資料１

２一般職

（１）　総括

　ア　会計年度任用職員以外の職員
（単位　千円）

※（　　）は、短時間勤務職員（再任用職員及び任期付職員）［外書き］

（２）　給料及び職員手当等の増減額の明細
（単位　千円）

住居手当

管理職手当

期末勤勉手当

補　正　予　算　給　与　費　明　細　書

給　　　与　　　費

報　　酬 給　　料 職員手当等 計 共済費

2

2

補正予算額 △ 397 231

補正前の額 198 1,061 127 336 900

合　　　　計 198 664 127 567 900

補正予算額 △ 1,188 △ 1,490 105 △ 2,739

補正前の額 1,188 4,295 120 8,225

合　　　　計 2,805 225 5,486

区　　分 増減額 増減事由別内訳 説　　　　明 備　　　　　考

給　　料 △ 2,465 給与改定に伴う増減分

昇給に伴う増額分

その他の増減分 職員の異動に伴う増減

△ 2,465

職員手当等 △ 2,739 給与改定に伴う増減分

その他の増減分 地域手当 △ 397

△ 2,739 231

△ 1,188

△ 1,490

児童手当 105

区　分
職員数
（人）

合　　計 備　　考

補正予算額 △ 2,465 △ 2,739 △ 5,204 △ 970 △ 6,174

補正前の額 9,224 8,225 17,449 3,558 21,007

合　　　　計 6,759 5,486 12,245 2,588 14,833

職員手当
等の内訳

区　分 扶養手当 地域手当 通勤手当 住居手当 特殊勤務手当
時間外

勤務手当
宿日直手当

職員手当
等の内訳

区　分
管理職員特
別勤務手当

管理職手当 期末勤勉手当 児童手当 合計
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予算説明資料2

（単位：千円）

納付書等作成処理業務 354 令和7年度 354 354 

債務負担行為で令和７年度以降にわたるものについての令和５年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書の補正

左 の 財 源 内 訳

特 定 財 源事項 限度額

令 和 ５ 年 度
末 ま で の
支出（見込）額

当 該 年 度 以 降 の
支 出 予 定 額

一般財源
期間 金額 期間 金額

国  県
支出金

地方債 その他
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